
二元適用事業所の登録内容に変更が発生しましたら、ハローワークへ『労働保険名称、所在地変更届』と『雇用保険事業主事業所各種変更届』を提出します。変更内容による添付資料は下記のとおりです。
※ 労災保険は、『労働保険名称、所在地変更届』を労働基準監督署へ提出して　　ください。
※ 法人の代表者変更のみの場合は届出不要です。


１．名称の変更
法人の場合：履歴事項全部証明書（概ね３か月以内に取得のもの）写し
　　　　　　※ 個人事業→法人成りの場合も同様
個人事業の場合：屋号変更を確認できるもの（取引先へのあいさつ状等）
　　　　　　　　※ 事業主変更の場合は、現事業主の事業所廃止→新事業主の事業所設置となるのが通常の手続きとなりますが、家族・親族間の相続継承の場合など、特別に「新旧同一認定」を受けて各種変更届により届出可能となる場合があります。事前にご相談願います。

２．所在地の変更
　　※ ハローワーク横浜管轄区域内での移転の場合、他のハローワーク管轄区域から移転される場合です。他のハローワーク管轄区域へ移転される場合は、その区域を管轄するハローワークへの届出となります。
法人の場合：履歴事項全部証明書（概ね３か月以内に取得のもの）写し
　　　　　　　　　※ 登記上の所在地とオフィスの場所が異なる場合は、その　オフィスの賃貸借契約書も必要
個人事業の場合：事業主の新住所を確認できる住民票（概ね３か月以内に、世帯全員・マイナンバーは省略で取得したもの）
※ 事業主の自宅とは別にオフィスを設けている場合は、     そのオフィスの賃貸借契約書も必要

３．電話番号のみの変更
法人・個人事業いずれの場合も、特段の添付資料は不要

４．労働保険番号のみの変更
労働保険事務組合に事務委託した場合は、事務組合が届出を行うので事業主が行う手続きはありませんが、労働保険事務組合への事務委託を止めて自らで手続き事務を行う際は届出が必要です。

５．事業内容の変更
元々の事業内容と変更後の事業内容についてハローワークにて確認のうえ、　変更可否を判断することになります。個別にご相談をお願いします。
